
 

 

平 成 ２ ７ 年 度 財 団 法 人 日 本 体 育 協 会 

公 認 指 導 員 養 成 講 習 会 

専門科目（バレーボール競技）  開催要項 
 

１ 目  的 

地域スポーツクラブ等において，スポーツに初めて出会う子どもたちや初心者を対象に，競技別

の専門的な知識を活かし，個々人の年齢や性別などの対象に合わせた指導にあたるとともに，施設

開放において利用者の指導支援を行う者を養成する。 

２ 主  催 

公益財団法人日本体育協会，公益財団法人日本バレーボール協会 

３ 主  管 

公益財団法人茨城県体育協会，茨城県バレーボール協会 

４ 実施競技 

バレーボール競技 

５ 開催期日・場所及び受講時間数 

(1) 開催期日：平成２７年８月８日（土）8:30～17:00 （8:00 受付 8:30 開講式） 

              ８月９日（日）9:00～16:00 （8:30 受付）      

               ８月１５日（土）9:00～17:00    〃 

               ８月１６日（日）9:00～16:00    〃 

             ８月２９日（土）9:00～16:00    〃（実技試験を含む）           

(2) 開催会場：8日、9日  

聖徳大学付属取手聖徳女子高等学校  

       〒300-1544 取手市山王 1000  TEL 0297-83-8111 

       ： 15日、16日、29日  

日本ウェルネススポーツ大学 

 〒300-1622 北相馬郡利根町布川 1377 TEL 0297-68-6787   

(3) 時間数：40時間（集合講習 30時間，その他 10時間） 

ア 種目の特性に応じた基礎理論：8時間（うち 2時間は通信教育） 

イ 実  技：24時間（うち 6時間は通信教育） 

ウ 指導実習： 8時間（うち 2時間は通信教育） 

※ 講習及び試験などの免除措置については，別に定める基準による。 

６ 受講申込 

 (1) 受講条件 

ア 受講する年の４月１日現在，満１８歳以上の者で，競技団体が定める条件を満たす者。 

イ 平成２７年度中に，共通・専門科目とも全ての講習を受講できる者。 

ウ 地域においてスポーツ活動を実施しているクラブやグループ，スポーツ教室で実際的指導に

あたっている指導者及びこれから指導者になろうとする者。 

(2) 受講者数：４０名程度 

 (3) 受講者の決定 

受講希望者は，所定の受講申込書に必要事項を記入の上，茨城県バレーボール協会へ申し込む。 

申込先： 〒305-0074 つくば市高野台 2-20-9 サンガーデン宮本Ｇ棟 101号 北嶋 宝三 宛 

FAX：029-836-7209  Ｅmail；hozo@outlook.com 

TEL：029-836-7209（自宅） TEL：090-3201-7509（携帯）  

申込期間：平成２７年４月２４日（金）～７月１４日（金） 

 



 

 

 

 

７ 検定・審査 

講習に基づく検定・審査は，共通科目と専門科目に区分して実施する。 

(1) 共通科目における検定は通信課題による判定とする。 

(2) 専門科目における検定は，技能検定を主体に筆記試験などを加えた総合判定とし，財団法人日

本バレーボール協会指導者育成担当委員会において審査する。 

(3) 共通科目，専門科目のいずれもの検定に合格した者を「公認指導員養成コース修了者」として

認める。 

８ 認定及び登録 

共通科目及び専門科目の検定に合格した者に「合格証」を発行し，その後，指導者登録の手続きを

完了した者を，財団法人日本体育協会公認指導員として「認定証」及び「登録証」を交付する。 

なお，資格の有効期限は４年間とする。ただし，本会公認スポーツ指導員資格を有している場合

は，その登録有効期限までとする。本資格を更新しようとする者は，資格有効期限内に，財団法人

日本体育協会あるいは当該中央競技団体の定める研修を受けなければならない。また，登録料は別

に定める。 

９ 講習会参加費 

(1) 専門科目参加料：17,000 円（傷害保険料・資料代を含む） 

支払い方法 ：上記金額を７月 17日（金）までに下記口座に振り込んでください。 

（必ず名前がわかるようにしてください） 

＜振込先＞  常陽銀行 ひたち野うしく支店（１９８） 

         口座番号 １０４８３４７ 

         口座名  茨城県バレーボール協会 指導普及委員長 北嶋 宝三 

(2) 共通科目参加料：２１,０００円（ＮＨＫ学園へ各自で納入する） 

※免除措置適用者における審査料については，別に定める。 

10 その他 

(1) 受講者は，原則として同一年度内に共通科目（通信講座），専門科目を履修することとする｡ 

(2) 共通科目の受講有効期限は受講開始年度末までとする，専門科目にあっては，受講開始年度を

含め４年間とする。 

(3)専門科目における講習の免除について 

 ア,2015年度までに全国小学生指導者研修会（一次講習会）を終了したものは 10時間を免除する。 

 イ,2015年度までに全国小学生指導者研修会（二次講習会）を終了したものは 18時間を免除する。 

 ウ,公益財団法人日本バレーボール協会公認審判員の資格を有する者は「６・９人制のルール」 

  （集合２時間）を免除する。 

 (4)運動できる服装と着替えやタオル等を持参してください。 

  (5)講義ごとに印刷物を配布しますので綴じる物と筆記用具を必ず持参してください。 

  (6)昼食は各自用意してください。 

  (7)最終日の検定試験では７０点以上が合格となります。 

＜問い合わせ先＞ 

     公益財団法人茨城県体育協会（担当 大畠 宗夫） 

  〒310-0911水戸市見和 1-356-2  茨城県水戸生涯学習センター分館内 

 FAX：029-226-9973 Email:ibarakiken@japan-sports.or.jp 

 

茨城県バレーボール協会指導普及委員長  北嶋 宝三 

〒305-0074 つくば市高野台 2-20-9 サンガーデン宮本Ｇ棟 101号  

FAX：029-836-7209  Ｅmail；hozo@outlook.com 
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